
 

(様式第7号) 

 

令和3年度 年度評価表 

１ 指定管理施設の概要 

施設名 舞鶴市南デイサービスセンター 

指定管理者 社会福祉法人大樹会 

設置目的 
在宅の虚弱老人等の生活の助長及び心身機能の維持向上等並びにその介護を行う家族等の負担の軽減を

図るため。 

選定方法 公募・非公募 指定期間  平成30年4月1日～ 令和5年3月31日 

所管課 福祉部高齢者支援課 

 

２ 利用状況等の推移 

 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 年度 

利用者数(人) 10,036 9,334 8,773 8,026  

利用料金(円) 94,842,888 81,639,313 82,062,010 74,519,347  

納付金(円) 6,230,000 6,230,000 6,230,000 6,230,000  

 

３ 成果(数値)目標の達成状況 

成果(数値)目標の種類 市設定目標 年間目標(A) 実績(B) 達成率(B/A) 

稼働率 70％ 77％ 64％ 83％ 

     

     

     

     

 

４ 収支状況                                               (円) 

収入 支出 

利用料金 74,519,347 人件費 56,765,972 

指定管理料 0 維持管理費 12,898,780 

事業収入  事業費 14,471,170 

その他 2,780,311 その他 0 

合計 77,299,658 合計 84,135,922 

差額 △6,836,264 

 

５ 所管課による評価 

項目 評価 コメント 

(1) 事業計画の達成度 

成果(数値)目標を達成しているか △ 市目標達成率91％ 

施設の将来的な構想(ビジョン)に沿った

運営を行ったか 
○ 運営方針に沿った運営ができた。 

施設の果たすべき使命(ミッション)を果

たしたか 
○ 設置目的を果たすことができた。 

市指定事業、自主事業は計画どおり行わ

れたか 
○ 協定書、仕様書等の基準にもとづき、事業の運営ができた。 

利用者数の増加、利用率の上昇などが図

られたか 
○ 稼働率の向上・サービスの向上に取り組んだ。 

(2) 利用者の満足度 

利用者の満足が得られたか 
◎ 利用者の満足が得られた。 

利用者の意見・要望の把握は適切に行わ

れたか 
○ 

職員が利用者・家族・地域とのコミュニケーションのなかで把握

するとともに、アンケートを実施した。 

利用者の要望・苦情への対応は十分に行

われたか 
○ 

苦情に対する適切な対応ができた。様々な要望に対しても可能な

限り対応できた。 



 

(3) 管理運営の効率性 

経費の節減が図られたか ○ 節電や残業削減の取り組み等により、経費の節減に努めた。 

委託費、物品の購入費等の経費が最小と

なるような取組が行われたか 
○ コピー用紙の再利用等に努めた。 

収入増加のための取組が行われたか 
○ 

サービスの向上を図るとともに、事業所と連携し在宅支援の拠点

とする等、収入の増加に取り組んだ。 

(4) 適正な管理運営 

適切な人員配置が行われたか ○ 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に人員を配置できた。 

職員の能力向上のための取組が行われた

か 
○ 

研修の実施、情報の交換・共有等により、職員のサービス提供の

質の向上に取り組んだ。 

施設の平等な利用が行われたか ○ 介護保険法等の規定等にもとづき、適切にサービスを提供できた。 

個人情報の管理が適切に行われたか ○ 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に管理できた。 

情報の公開が適切に行われたか 
○ 

介護サービス情報公表制度等にもとづき、適切に情報を公開でき

た。 

収支状況や会計処理が適切か ○ 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に経理できた。 

施設・設備の法定点検及び保守が適切に

行われたか 
○ 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に維持管理できた。 

備品等の管理が適切に行われたか ○ 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に維持管理できた。 

危機管理、安全対策などは十分か ○ 介護保険法等の基準等にもとづき、対策を講じた。 

法令等を遵守し、適正な管理が行われた

か 
○ 指定通所介護事業所として法令等を遵守し、適正に管理できた。 

(5) その他コメント 

サービス向上 

家族からの介護についての相談に対し、関係機関への連絡や必要に応じた自宅訪問を実施し必

要とされるサービスを提供するなど、利用者のニーズに応じたサービス提供を行い、満足度の

向上に努めた。また、定例会議を毎月 1 回実施し、職員の意識・サービス提供の質の向上につ

なげた。 

経費削減 
節電の取り組み等により、光熱水費・燃料費・消耗品等について、経費削減を職員一人ひとりが

徹底した。また、残業削減に取り組んだ。 

施設の維持・管理 介護保険法等の基準等にもとづき、適切に維持管理できた。 

※ (1)から(4)までにおける評価区分 

◎(優)： 協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準より優れた内容である。 

○(良)： 協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準に沿った内容である。 

△(可)： 協定書、仕様書等の基準を概ね遵守しているが、内容の一部に課題がある。 

×(不可)： 協定書、仕様書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な内容である。 

 

６ 選定委員会による評価 

評価点 3点 
※左記の点数は、各委員が次の5段階評価を行い、その点数を平均したものです。 

5：良い、4：やや良い、3：普通、2：やや悪い、1：悪い 

総評 

利用者が大幅に減少した原因等の説明がなく、また、大幅な赤字の原因が不明である。 

利用者が減少傾向である。 

市の設定目標が達成できていない。 

利用者の満足度だけでなく、職員の満足度も気になる。 

《参考》 過年度の評価点 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 年度 平均 

3.75点 3.66点 3.66点  3.69点  


